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放課後児童クラブの現状と課題について 

 

◆放課後児童クラブの概要 

【事業名】放課後児童健全育成事業 

 

【関係法令】放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

 

【目的】放課後児童クラブは、昼間、仕事等で保護者が自宅にいない小学生が、発達

段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、児童の自主性、社会性及び創

造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、児童の健全な育成を図ることを目的

として実施します。 

 

【施設要件】遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用

区画、支援の提供に必要な設備及び備品等。 

 

【面積要件と利用定員】専用区画の面積は、児童 1人につきおおむね 1.65㎡以上。 

1クラブにおおむね 40人以下。 

※1 クラブ室の定員を 40 人とすると、66 ㎡の専用区画（事務所やトイレ、物置な

どを除く）が必要です。 

 

【人員配置】放課後児童「支援員」（資格要件あり）の数は、支援の単位ごとに 2人以

上とする。ただし、その 1人を除き、「補助員」（資格要件なし）をもってこれに代え

ることができます。 

 

【支援員の資格要件】支援員になるためには、①保育士、②社会福祉士、③教員、④

大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学のいずれかを専修する

学科を修めて卒業した者、⑤高校卒業し、2 年以上児童福祉事業に従事した者、⑥高

校卒業し、2 年以上放課後児童クラブで従事した者、⑦その他、5 年以上放課後児童

クラブで従事した者、これらのいずれかに該当し、県が行う支援員資格研修を修了し

たものでなければなりません。 

 

【開所時間及び日数】 小学校の授業日  １日につき３時間 

小学校の休業日  １日につき８時間 

 ※状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。 

 

 

令和６年８月２９日 

総合教育会議 資料②－(1) 

福祉子ども部 子ども家庭室 
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◆名張市での放課後児童クラブの現状 

【市例規】名張市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  名張市放課後児童健全育成事業実施要綱 

 

【小学校区】市内１４小学校区全て 

 

【クラブ数】２４クラブ（利用児童が多い小学校区は複数のクラブがあります） 

 

【運営主体】各小学校区放課後児童クラブ運営委員会 

運営委員会は、１小学校区に１組織とし、放課後児童支援員の代表者、対象児童

の保護者の代表者、当該校区の地域づくり組織の代表者、当該校区の民生・児童

委員の代表者、ＰＴＡの代表者、小学校長、当該校区担当主任児童委員及びその

他放課後児童クラブの運営に必要と認める者で構成されます。 

 

【運営場所】１２小学校区は小学校内の余裕教室又は専用施設 

２小学校区は敷地外施設 

 

【開所時間】 小学校の授業日  終業時から午後６時まで 

小学校の休業日  午前９時から午後６時まで 

（日曜日、祝日、８月 13日～15日、12月 29日～１月３日までを除く）  

 ※地域の実情により、運営委員会は変更することができる。 

 

(令和６年度)放課後児童クラブ一覧 

小学校区 
クラブ 

単位数 

登録 

児童数 

登録 

支援員数 

登録 

補助員数 

高学年 

受入 

長期休

み受入 

桔梗が丘 ２ ７０ ４ ９ × × 

梅が丘 ２ ８５ ６ ４ ○ ○ 

桔梗が丘東 １ ７８ ７ ６ ○ ○ 

箕曲 １ ４３ ６ １ ○ ○ 

つつじが丘 ２ １１５ ８ ３ ○ ○ 

百合が丘 ３ １４０ ９ ３ ○ ○ 

すずらん台 １ ２９ ８ ４ ○ ○ 

桔梗が丘南 ２ ４１ ６ ３ ○ ○ 

名張 ３ １１３ １０ ６ × ○※ 

薦原 １ ３５ ３ １ ○ ○ 

蔵持 １ ４８ ４ ５ ○ ○ 

美旗 ２ ９６ ５ ６ ○ ○ 

比奈知 １ ８６ ５ ４ ○ ○ 

錦生赤目 ２ ６９ ３ ６ ○ ○ 

※名張は利用日数の制限あり 
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◆名張市における放課後児童クラブでの課題 

●高学年の受入 

  名張小学校と桔梗が丘小学校の放課後児童クラブでは、施設や人員の不足により

３年生までの受入しかできていません。名張小学校については、Ｒ６年度に新たに

施設を建築し、Ｒ７年度から受入予定です。 

  桔梗が丘小学校については、支援員不足により受入れ拡充体制が取れないため、

受入を実施できておりません。 

 

●夏休み等の受入 

夏休みなど学校長期休業時は、その時期のみの利用（スポット利用）が増えるた

め、百合が丘・比奈知・薦原・名張などの運営委員会では、学校の教室などを借り

て、スポット利用児童の受入をします。 

今年度は桔梗が丘西第１集会所で、ＮＰＯ法人に委託し、放課後児童クラブを利

用できなかった児童を対象に受入をします。 

 

●人員確保 

夏休みなど学校長期休業時は、学校の自立支援員や学習サポーターに加え、非常

勤講師に依頼することを考えていますが、非常勤講師は県で採用しているため、県

との調整が必要です。 

また、非常勤講師による支援が受けられる場合、教員免許を持っている非常勤講

師は、支援員認定資格研修を受けることができるため、次回の研修に向けて受講を

勧めていきます。 
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＜資料＞ 

◆小学校児童数・放課後児童クラブ利用児童数の推計（R6まで実績、R7から推計） 

 ※放課後児童クラブ利用児童数は通年利用児童数。学校長期休業中のみスポット利

用児童数は含んでいません。 

【推計積算方法】低学年の利用が大半を占めるため、低学年と高学年に分けた児童

数と利用率より積算しています。 

（例）梅が丘 R9 と R10 で、児童数が増加(250→254)し利用数が減少(65→59)するの

は、利用率が高い低学年児童数が減少(132→115 高学年 118→139)したためです。

(低学年利用率 43.2％で利用数 50人 高学年利用率 6.8%で利用数 9人)  

小学校区 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

桔梗が丘 
児童数 492 497 464 437 440 423 396 352 

利用数 71 67 68 69 65 67 65 55 

梅が丘 
児童数 308 287 294 288 278 273 250 254 

利用数 67 52 53 64 71 69 65 59 

桔梗が丘東 
児童数 186 194 204 209 215 213 207 203 

利用数 40 48 40 45 48 44 40 36 

箕曲 
児童数 81 80 84 81 88 84 91 95 

利用数 21 24 26 26 30 27 30 28 

つつじが丘 
児童数 616 595 551 516 471 421 378 341 

利用数 76 57 63 68 62 54 47 42 

百合が丘 
児童数 429 386 378 360 339 312 302 292 

利用数 70 79 90 94 93 83 79 72 

すずらん台 
児童数 147 135 128 136 130 127 117 115 

利用数 24 21 22 21 20 20 17 17 

桔梗が丘南 
児童数 211 207 218 216 194 171 151 144 

利用数 42 37 42 37 33 29 25 25 

名張 
児童数 440 441 441 413 407 409 403 401 

利用数 77 72 85 89 86 83 84 86 

薦原 
児童数 97 91 103 95 86 91 82 77 

利用数 27 22 18 24 23 24 22 20 

蔵持 
児童数 185 189 183 177 180 170 163 157 

利用数 22 31 37 36 35 31 31 30 

美旗 
児童数 349 346 334 329 309 290 288 276 

利用数 52 54 55 56 53 50 49 47 

比奈知 
児童数 268 258 244 235 214 201 185 169 

利用数 35 38 42 43 37 32 31 31 

錦生赤目 
児童数 158 151 151 155 153 146 142 128 

利用数 41 39 45 48 46 42 41 36 
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◆県内各市の放課後児童クラブの運営主体 

 

◆県内各市の放課後児童クラブと放課後こども教室の所管部署 （  は同一所管） 

 

 

市名 
NPO

法人 

学校

法人 

社会

福祉

法人 

公益

社団

法人 

株式

会社 

運営

委員

会 

保護

者会 
個人 

任意

団体 

市の

直営 

その

他 

津 7 1 9    40 3 1  1 

四日市 3     69      

伊勢 13  12 1 4 2 2     

松阪 2  8 4 1  23     

桑名 1  17 1  1 12 6   1 

鈴鹿 5  14  3 26   3   

名張      24      

尾鷲 1  1         

亀山 1  7   9     2 

鳥羽      2      

熊野 3           

いなべ      13      

志摩  1 2     1  5  

伊賀 1  11 3  5 1     

市名 放課後児童クラブ 放課後子ども教室 

津 教育委員会 生涯学習課 教育委員会 生涯学習課 

四日市 福祉部局 こども未来課 実施なし 

伊勢 福祉部局 子育て応援課 教育委員会 社会教育課 

松阪 教育委員会 生涯学習課 教育委員会 生涯学習課 

桑名 福祉部局 子ども未来課 地域部局 生涯学習課 

鈴鹿 福祉部局 子ども政策課 文化スポーツ部局 文化振興課 

名張 福祉部局 子ども家庭室 教育委員会 文化生涯学習室 

尾鷲 福祉部局 福祉保健課 教育委員会 生涯学習課 

亀山 福祉部局 子ども政策課 教育委員会 生涯学習課 

鳥羽 福祉部局 健康福祉課 教育委員会 生涯学習課 

熊野 福祉部局 福祉事務所 教育委員会 教育部教育総務課 

いなべ 教育委員会 学校教育課 教育委員会 生涯学習課 

志摩 福祉部局 こども家庭課 教育委員会 生涯学習スポーツ課 

伊賀 福祉部局 こども未来課 教育委員会 生涯学習課 


